
　本工事は、現在施行中である平成29年度発注の箱崎半島線道路新設工事
（その11）と施工区間が重複している箇所であり、本工事は（その11）工事の地盤
改良工事完了後の施工となる。早期開発を目指すため、同一業者にて施工す
ることで、工期の短縮や経費の節減等の有利性が認められることから、地方自
治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第６号の規定により、
随意契約するもの。

工 期

工 事 場 所

随意契約理由

至

施工延長　　　　　　　300ｍ
路体盛土工　　　　20,540㎥

路床盛土工　    　　2,460㎥
舗装工　　　　　　　　3,157㎡

平 成 30 日年 3

年

月 26

月 6平 成自 29 11 日

140,400,000 円契 約 金 額

工 事 名

株式会社　青紀土木　 代表取締役　青木　正紀

契約の相手方

住　所

箱崎半島線道路新設工事（その１２）

時

岩手県釜石市鵜住居町第６地割２０番地１

分平 成 29 年 11 9

見　積　結　果　報　告　書

釜石市鵜住居町第23地割　地内

見積日時・場所

氏　名

第１庁舎
第５会議室

工 事 概 要

月 2 日 30



130,250,000予定価格（税抜）

決定価格（税抜）
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